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第1章 第１節 一般事項 第1章 第１節 一般事項
１．１．１ 

適用範囲 

１．１．２ 

用語の定義 

（１）適用範囲 
この建築工事監理等委託標準仕様書（以下「委託標準仕様書」という。）は、

東京都下水道局（以下「当局」という。）が発注する建築工事監理等委託業務

に適用する。 

（２）優先順位 

図面及び特記仕様書に記載された事項は、この委託標準仕様書に優先する。 

この委託標準仕様書において用いる用語の定義は、以下のとおりとする。 

（１）監督員 

「監督員」とは、受託者に対する指示、承諾又は協議の処理、受託者が作成

した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、施工状況の確認、

検査の実施（他の者に実施させ、当該実施を確認することを含む。）の処理、

関連工事の調整、設計図書の変更及び一時中止又は打切りの必要があると認め

る場合における工事主管課長への報告を行うとともに現場監督業務の掌理を行

う者で、当局が通知した者をいう。 

（２）受託者 

「受託者」とは、工事監理等業務の実施に関し、当局と委託契約を締結した

個人又は会社その他の法人をいう。  

（３）対象工事 

「対象工事」とは、当該工事監理等業務の対象となる工事をいう。 

（４）受注者 

「受注者」とは、対象工事の工事請負契約の受注者又は工事請負契約書の規

定により定められた現場代理人をいう。 

（５）契約図書 

「契約図書」とは、業務委託契約書及び工事監理等業務委託仕様書をいう。

（６）設計図書 

「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計

図書、当局から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をい

う。 

（７）工事監理等業務委託仕様書 

「工事監理等業務委託仕様書」とは、委託標準仕様書、特記仕様書、図面及

び設計説明書並びにこれらの図書に係る質問回答書をいう。 

（８）委託標準仕様書 

「委託標準仕様書」とは、業務委託をする上で必要な技術的要求、業務内容を

説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛込み作成したものをいう。 

１．１．１ 

適用範囲 

１．１．２ 

用語の定義 

（１）適用範囲 
この建築工事監理等委託標準仕様書（以下「委託標準仕様書」という。）は、

東京都下水道局（以下「当局」という。）が発注する建築工事監理等委託業務

に適用する。 

（２）優先順位 

工事監理等業務委託仕様書は、相互に補完する。ただし、工事監理等業務委

託仕様書間に相違がある場合の適用の優先順位は、次のアからオまでの順のと

おりとする。 

また、これにより難い場合は、「１．１．３ 業務内容及び設計図書の疑義」

による。 

ア 質問回答書 

イ 特記仕様書 

ウ 委託標準仕様書

エ 建築工事監理業務委託共通仕様書（国土交通省） 

オ 工事監理等業務委託仕様書（東京都財務局） 

この委託標準仕様書において用いる用語の定義は、以下のとおりとする。 

（１）監督員 

「監督員」とは、受託者に対する指示、承諾又は協議の処理、受託者が作成

した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、施工状況の確認、

検査の実施（他の者に実施させ、当該実施を確認することを含む。）の処理、

関連工事の調整、設計図書の変更及び一時中止又は打切りの必要があると認め

る場合における工事主管課長への報告を行うとともに現場監督業務の掌理を行

う者で、当局が通知した者をいう。 

（２）受託者 

「受託者」とは、工事監理等業務の実施に関し、当局と委託契約を締結した

個人又は会社その他の法人をいう。  

（３）対象工事 

「対象工事」とは、当該工事監理等業務の対象となる工事をいう。 

（４）受注者 

「受注者」とは、対象工事の工事請負契約の受注者又は工事請負契約書の規

定により定められた現場代理人をいう。 

（５）契約図書 

「契約図書」とは、業務委託契約書及び工事監理等業務委託仕様書をいう。

（６）設計図書 

「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計

図書、当局から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をい

う。 

（７）工事監理等業務委託仕様書 

「工事監理等業務委託仕様書」とは、委託標準仕様書、特記仕様書、図面及

び設計説明書並びにこれらの図書に係る質問回答書をいう。 

（８）委託標準仕様書 

「委託標準仕様書」とは、業務委託をする上で必要な技術的要求、業務内容を

説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛込み作成したものをいう。 

他の標準仕様書と同様

に、優先順位を設定。 
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第1章 第１節 一般事項 第1章 第１節 一般事項
（９）特記仕様書 

「特記仕様書」とは、図面及び委託標準仕様書を補足し、監理内容の明細又

は固有の技術的要求を定めたものをいう。 

（10）図面 

「図面」とは、入札に際して当局が示した設計図及び当局から変更又は追加

された設計図をいう。 

（11）指示 

「指示」とは、監督員が受託者に対して、工事監理等業務の遂行上必要な事

項について、書面をもって示し、実施させることをいう。 

（12）承諾 

「承諾」とは、書面で申し出た工事監理等業務の遂行上必要な事項につ

いて、当局若しくは監督員又は受託者が書面により同意することをいう。 

（13）協議 

「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、監督員と受託者

が対等の立場で合議することをいう。 

（14）提出 

「提出」とは、監督員が受託者に対し、又は受託者が監督員に対し、工事

監理等業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

（15）提示 

「提示」とは、監督員が受託者に対し、又は受託者が監督員に対

し、監理委託に係る書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。 

（16）報告 

「報告」とは、受託者が監督員に対し、工事監理等業務の状況又は結果に

ついて、書面をもって知らせることをいう。 

（17）通知 

「通知」とは、当局若しくは監督員が受託者に対し、又は受託者が当局若

しくは監督員に対し、工事監理等業務に関する事項について、書面をもって

知らせることをいう。 

（18）連絡 

「連絡」とは、監督員及び受注者又は現場代理人との間で、監督員が

受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、契約書第10条（条件変更等）

に該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシ

ミリ、電子メール等の署名又は押印が不要な手段により知らせることを

いう。 

（19）書面 

「書面」とは、手書き、印刷等により作成した書類をいい、発行年月日

を記載し、署名又は押印したものを有効とする。なお、緊急を要する場合は、

ファクシミリ又は電子メール等により伝達できるものとするが、後日有効な書

面と差し替えるものとする。 

（20）確認 

「確認」とは、受託者が契約図書に示された事項について、立会い若しくは関

係資料により、その内容について、契約図書との適合を確かめることをいう。

（21）立会い 

「立会い」とは、受託者が、工事が設計図書等の内容どおりに施工又は製作

（９）特記仕様書 

「特記仕様書」とは、図面及び委託標準仕様書を補足し、監理内容の明細又

は固有の技術的要求を定めたものをいう。 

（10）指示 

「指示」とは、監督員が受託者に対して、工事監理等業務の遂行上必要な事

項について、書面をもって示し、実施させることをいう。 

（11）承諾 

「承諾」とは、書面で申し出た工事監理等業務の遂行上必要な事項につ

いて、当局若しくは監督員又は受託者が書面により同意することをいう。 

（12）協議 

「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、監督員と受託者

が対等の立場で合議することをいう。 

（13）提出 

「提出」とは、監督員が受託者に対し、又は受託者が監督員に対し、工事

監理等業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

（14）提示 

「提示」とは、監督員が受託者に対し、又は受託者が監督員に対し、監理

委託に係る書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。 

（15）報告 

「報告」とは、受託者が監督員に対し、工事監理等業務の状況又は結果につ

いて、書面をもって知らせることをいう。 

（16）通知 

「通知」とは、当局若しくは監督員が受託者に対し、又は受託者が当局若

しくは監督員に対し、工事監理等業務に関する事項について、書面をもって

知らせることをいう。 

（17）連絡 

「連絡」とは、監督員及び受注者又は現場代理人との間で、監督員が

受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、契約書第10条（条件変更等）

に該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、電子メー

ル等の署名又は押印が不要な手段により知らせることをいう。 

（18）書面 

「書面」とは、手書き、印刷等により作成した書類をいい、発行年月日を

記載し、署名又は押印したものを有効とする。なお、緊急を要する場合は、

電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるもの

とする。 

なお、関係規定等で書面又は押印を不要とした書類については、署名又

は押印がない場合も有効な書面と取扱う。 

（19）確認 

「確認」とは、受託者が契約図書に示された事項について、立会い若しくは関

係資料により、その内容について、契約図書との適合を確かめることをいう。

（20）立会い 

「立会い」とは、受託者が、工事が設計図書等の内容どおりに施工又は製作

本文 1.1.2(1)中の『受託

者の作成した図面の承

諾』との不整合により削

除 

土木工事標準仕様書と

の整合により追加（はん

こレス）
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第1章 第１節 一般事項 第1章 第１節 一般事項

１．１．３ 

業務内容及び設

計図書の疑義 

１．１．４ 

監督員の権限 

１．１．５ 

秘密の保持等 

されているかどうかを確認するため、工事現場、製作所、試験機関等において、

それぞれの施工等に臨場することをいう。 

（22）調査・検討 

「調査・検討」とは、受託者が、設計図書等と十分に照合し、内容が適合し

ているか否か又は適切であるか否かを明らかにすることをいう。以下、調査、

検討も同意語とする。 

（23）検査 

「検査」とは、検査員が契約図書に基づき工事監理等業務の確認を行うこと

をいう。 

（24）検査員 

「検査員」とは、契約書の規定に基づき、工事監理等業務委託の検査を行う

ために当局が定めた者をいう。 

（25）協力会社 

「協力会社」とは、受託者が監理等業務の遂行に当たって、その業務の一部

を再委託する者をいう。 

（26）ISO9001 適用工事 

「ISO9001 適用工事」とは、契約後に当局と協議を行い、ISO9001 適用工事

とすることについて承諾を受けた工事をいう。

受託者は、業務内容及び設計図書に疑義があるときは、速やかに監督員と協議し、

指示を受けなければならない。 

（１）監督員 

局が定める当該監理等委託業務の監督員は次のとおりとする。 

ア 総括監督員 

イ 総括監督員補佐 

ウ 担当監督員 

エ 副監督員 

（２）監督員の権限 

監督員が行う受託者に対する工事監理等委託業務の遂行に係る事項につい

ては、いずれの監督員も受託者に対して行うことができる。受託者が行う監督

員に対する工事監理等業務の遂行に係る事項については、担当監督員に対して

行うものとする。ただし、担当監督員が不在又は欠けた場合は副監督員に対し

て行うものとし、副監督員が不在又は欠けた場合は総括監督員補佐に対して行

うものとし、総括監督員補佐が不在又は欠けた場合は総括監督員に対して行う

ものとする。 

（１）秘密の漏えいの禁止 

受託者は、本業務を通して知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならな

い。 

（２）目的外使用の禁止 

受託者は、当局の承諾を受けた場合を除き、設計図書等や施工の記録等を工

事監理等業務の目的以外に使用してはならない。 

１．１．３ 

業務内容及び設

計図書の疑義 

１．１．４ 

監督員の権限 

１．１．５ 

秘密の保持等 

されているかどうかを確認するため、工事現場、製作所、試験機関等において、

それぞれの施工等に臨場することをいう。 

（21）調査・検討 

「調査・検討」とは、受託者が、設計図書等と十分に照合し、内容が適合し

ているか否か又は適切であるか否かを明らかにすることをいう。以下、調査、

検討も同意語とする。 

（22）検査 

「検査」とは、検査員が契約図書に基づき工事監理等業務の確認を行うこと

をいう。 

（23）検査員 

「検査員」とは、契約書の規定に基づき、工事監理等業務委託の検査を行う

ために当局が定めた者をいう。 

（24）協力会社 

「協力会社」とは、受託者が監理等業務の遂行に当たって、その業務の一部

を再委託する者をいう。 

（25）ISO9001 適用工事 

「ISO9001 適用工事」とは、契約後に当局と協議を行い、ISO9001 適用工事

とすることについて承諾を受けた工事をいう。

受託者は、業務内容及び設計図書に疑義があるときは、速やかに監督員と協議し、

指示を受けなければならない。 

（１）監督員 

局が定める当該監理等委託業務の監督員は次のとおりとする。 

ア 総括監督員 

イ 総括監督員補佐 

ウ 担当監督員 

エ 副監督員 

（２）監督員の権限 

監督員が行う受託者に対する工事監理等委託業務の遂行に係る事項につい

ては、いずれの監督員も受託者に対して行うことができる。受託者が行う監督

員に対する工事監理等業務の遂行に係る事項については、担当監督員に対して

行うものとする。ただし、担当監督員が不在又は欠けた場合は副監督員に対し

て行うものとし、副監督員が不在又は欠けた場合は総括監督員補佐に対して行

うものとし、総括監督員補佐が不在又は欠けた場合は総括監督員に対して行う

ものとする。 

（１）秘密の漏えいの禁止 

受託者は、本業務を通して知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならな

い。 

（２）目的外使用の禁止 

受託者は、当局の承諾を受けた場合を除き、設計図書等や施工の記録等を工

事監理等業務の目的以外に使用してはならない。 
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第1章 第１節 一般事項 第1章 第１節 一般事項
１．１．６ 

環境により 

良い自動車 

の利用 

１．１．７

情報セキュリテ

ィ対策 

受託者は、本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の

事項を遵守する。 

（１）「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成 12 年東京都条例第

215 号)第 37 条のディーゼル車規制に適合する自動車とする。 

（２）「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量

の削減等に関する特別措置法」（平成４年法律第 70 号）の対策地域内で登録

可能な自動車利用とする。  

なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等

の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出する。 

 受注者は、工事の施行に当たり、「東京都サイバーセキュリティ基本方針」（平成

27 年 10 月 27日付）に基づき、当局が実施する情報セキュリティ対策を遵守し、 

下水道施設の情報セキュリティ管理に万全を期さなければならない。 

１．１．６ 

環境により 

良い自動車 

の利用 

１．１．７

情報セキュリテ

ィ対策 

受託者は、本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の

事項を遵守する。 

（１）「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成 12 年東京都条例第

215 号)第 37 条のディーゼル車規制に適合する自動車とする。 

（２）「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量

の削減等に関する特別措置法」（平成４年法律第 70 号）の対策地域内で登録

可能な自動車利用とする。  

なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等

の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出する。 

 受注者は、工事の施行に当たり、「東京都サイバーセキュリティ基本方針」（平成

27 年 10 月 27 日付）に基づき、当局が実施する情報セキュリティ対策を遵守し、 

下水道施設の情報セキュリティ管理に万全を期さなければならない。 
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２．２．１ 

業務の着手 

２．２．２ 

工事監理等業 

務の内容 

第２節 工事監理等業務の実施

（１）着手 

受託者は、委託契約締結後速やかに工事監理等業務に着手しなければならな

い。 

（２）契約図書の把握 

受託者は、工事監理等業務の着手に当たり、契約図書及び設計図書を十分に

把握しなければならない。 

（３）工事監理等業務実施計画書の作成 

受託者は、工事監理等業務の着手に当たり、2.2.3 に規定する工事監理等業

務実施計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 

受託者は、別表－２「工事監理等業務処理区分表（受託者用）」に従い次の業務

を処理するものとする。 

（１）工事段階で設計者（設計業務受託者）が行うことに合理性がある実施設計

に関する業務 

ア 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 

工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明（必

要に応じ図面作成）、打合せ等を受注者に対して行い、監督員に報告する。

また、設計図書等の定めにより、設計意図が正確に反映されていることを確

認する必要がある部材、部位等に係る施工図等の確認を行う。ここでいう図

面とは、スケッチ等であり、実施設計の延長と考えられる図面は含まれない。

イ 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等

設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある

工事材料、設備機器及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図

の観点からの検討を行い、必要な助言等を監督員に対して行う。 

（２）工事監理に関する業務 

ア 工事監理方針の説明等 

(ｱ) 工事監理方針の説明 

当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について

記載された業務計画書を作成し、監督員に提出し、承諾を受ける。 

(ｲ) 工事監理方針変更の場合の協議 

当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、監督員と協議する。 

イ 設計内容の把握等の業務 

(ｱ) 設計図書の内容の把握 

設計図書の内容を把握する。設計図書に明らかな、矛盾・誤謬・脱漏・

不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、監督員に

報告する。 

(ｲ) 質疑書の検討 

受注者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定めら

れた品質（形状・寸法・仕上がり・機能・性能等を含む。以下、同じ。）

確保の観点から技術的に検討し、その結果を監督員に報告する。 

ウ 施工図等を設計図書に照らして検討・報告する業務 

(ｱ) 施工図等の検討・報告 

ａ 受注者が作成・提出する施工図（現寸図・躯体図・工作図・製作図

等をいう。）、製作見本、模型、見本施工等が設計図書の内容に適合して

いるか否かを検討し、適合していると認められる場合には、その旨を監

督員に報告する。 

ｂ ａの結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた

品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、監督員に報告す

る。 

２．２．１ 

業務の着手 

２．２．２ 

工事監理等業 

務の内容 

第２節 工事監理等業務の実施

（１）着手 

受託者は、委託契約締結後速やかに工事監理等業務に着手しなければならな

い。 

（２）契約図書の把握 

受託者は、工事監理等業務の着手に当たり、契約図書及び設計図書を十分に

把握しなければならない。 

（３）工事監理等業務実施計画書の作成 

受託者は、工事監理等業務の着手に当たり、2.2.3 に規定する工事監理等業

務実施計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 

受託者は、別表－２「工事監理等業務処理区分表（受託者用）」に従い次の業務

を処理するものとする。 

（１）工事段階で設計者（設計業務受託者）が行うことに合理性がある実施設計に

関する業務 

ア 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 

工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明（必

要に応じ図面作成）、打合せ等を受注者に対して行い、監督員に報告する。

また、設計図書等の定めにより、設計意図が正確に反映されていることを確

認する必要がある部材、部位等に係る施工図等の確認を行う。ここでいう図

面とは、スケッチ等であり、実施設計の延長と考えられる図面は含まれない。

イ 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等

設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある

工事材料、設備機器及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図

の観点からの検討を行い、必要な助言等を監督員に対して行う。 

（２）工事監理に関する業務 

ア 工事監理方針の説明等 

(ｱ) 工事監理方針の説明 

当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について

記載された業務計画書を作成し、監督員に提出し、承諾を受ける。 

(ｲ) 工事監理方針変更の場合の協議 

当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、監督員と協議する。 

イ 設計内容の把握等の業務 

(ｱ) 設計図書の内容の把握 

設計図書の内容を把握する。設計図書に明らかな、矛盾・誤謬・脱漏・

不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、監督員に

報告する。 

(ｲ) 質疑書の検討 

受注者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められ

た品質（形状・寸法・仕上がり・機能・性能等を含む。以下、同じ。）確

保の観点から技術的に検討し、その結果を監督員に報告する。 

ウ 施工図等を設計図書に照らして検討・報告する業務 

(ｱ) 施工図等の検討・報告 

ａ 受注者が作成・提出する施工図（現寸図・躯体図・工作図・製作図等

をいう。）、製作見本、模型、見本施工等が設計図書の内容に適合してい

るか否かを検討し、適合していると認められる場合には、その旨を監督

員に報告する。 

ｂ ａの結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた

品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、監督員に報告す

る。 
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ｃ ａの結果、受注者が施工図、製作見本、模型、見本施工等を再度、

作成・提出した場合は、ａ、ｂの規定を準用する。 

(ｲ) 工事材料・設備機器等の検討・報告 

ａ 受注者が提案・提出する工事材料・設備機器等（材料・機器製造者

及び専門工事業者の選定についての提案を含む。）及びそれらの見本に

関し、受注者に対して事前に指示すべき内容を監督員に報告し、提案・

提出された工事材料・設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に

適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、

その旨を監督員に報告する。 

ｂ ａの結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた

品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、監督員に報告す

る。 

ｃ ａの結果、受注者が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度、

作成・提出した場合は、ａ、ｂの規定を準用する。 

(ｳ) プラント設備機器の調整・確認 

エ 工事と設計図書との照合・確認 

受注者が行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図

書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、

受注者から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的な方

法により確認を行う。 

オ 工事と設計図書との照合・確認の結果報告等 

(ｱ) エの結果、工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合

には、その旨を監督員に報告する。 

(ｲ) エの結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇

所がある場合、又は監督員から適合していない箇所を示された場合には、

設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりま

とめ、監督員に報告する。 

(ｳ) 受注者が必要な改造、補修、手直し等（以下「修補」という。）を行

った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否か

を検討し、適切と認められる場合には、確認し、その内容を監督員に報告

する。 

(ｴ) (ｳ)の結果、修補が適切になされていないと認められる場合には、(ｲ)

及び(ｳ)に準じ取り扱う。 

(ｵ) 軽微な設計変更 

設計内容の伝達を行い、施工図等の検討を行う過程において、細部の取り合

いや工事間の調整の関係で、又は監督員の指示により軽微な変更の必要が

生じた場合、受注者に対して指示すべき事項について監督員に報告する。

ｃ ｂの結果、受注者が施工図、製作見本、模型、見本施工等を再度、作

成・提出した場合は、ａ、ｂの規定を準用する。 

(ｲ) 工事材料・設備機器等の検討・報告 

ａ 受注者が提案・提出する工事材料・設備機器等（材料・機器製造者及

び専門工事業者の選定についての提案を含む。）及びそれらの見本に関

し、受注者に対して事前に指示すべき内容を監督員に報告し、提案・提

出された工事材料・設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適

合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、そ

の旨を監督員に報告する。 

ｂ ａの結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた

品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、監督員に報告す

る。 

ｃ ｂの結果、受注者が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度、

作成・提出した場合は、ａ、ｂの規定を準用する。 

(ｳ) プラント設備機器の調整・確認 

エ 工事と設計図書との照合・確認 

受注者が行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書

に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、受

注者から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的な方法

により確認を行う。 

オ 工事と設計図書との照合・確認の結果報告等 

(ｱ) エの結果、工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合

には、その旨を監督員に報告する。 

(ｲ) エの結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められ

る箇所がある場合には、直ちに、監督員に報告するとともに、設計図書に

定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、監督員

に報告する。 

 (ｳ) 監督員から工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる

箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必

要な措置についてとりまとめ、監督員に報告する。 

(ｴ) 工事の受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定

める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には

その内容を監督員に報告する。 

(ｵ) (ｴ)の結果、修補が適切になされていないと認められる場合には、(ｱ) 、

(ｲ) 及び(ｴ)に準じ取り扱う。 

(ｶ) 軽微な設計変更 

設計内容の伝達を行い、施工図等の検討を行う過程において、細部の取

り合いや工事間の調整の関係で、又は監督員の指示により軽微な変更の必

要が生じた場合、受注者に対して指示すべき事項について監督員に報告す

る。 

カ  工事現場の危害の防止等の確認・報告 

(ｱ) 受注者等が提出する施工計画書等において施工方法及び仮設計画が、危

害防止等に必要な措置が講じられているか確認し、適合されていると認め

られる場合には、その旨を監督員に報告する。 

(ｲ) (ｱ)の結果、適合しないと認められる場合には、法令に定められた危害

防止等に必要な措置について取りまとめ、監督員に報告する。 

(ｳ) (ｲ)の結果、受注者等が施工計画書等を再度、作成・提出した場合には、

(ｱ)、(ｲ)の規定を準用する。 

(ｴ) 受注者等が行う工事が、施工計画書等に基づき施工されているかを目視

修正（財務局工事監理等

業務委託仕様書と整合）

修正（財務局工事監理等

業務委託仕様書と整合）

修正（財務局工事監理等

業務委託仕様書による）

追加（財務局工事監理等

業務委託仕様書と整合）

修正（財務局工事監理等

業務委託仕様書による）

番号等の修正 

番号の修正 

追加（財務局工事監理等

業務委託仕様書と整合）

－7－



【令和２年度版】 【令和５年度版】 摘要 

第２章 第２節 工事監理等業務の実施 第２章 第２節 工事監理等業務の実施

カ 工事監理等業務報告書等の提出 

工事と設計図書との照合及び確認を全て終えた後、工事監理等業務報告

書、監督員が指示した書類等の整備を行い監督員に提出する。 

（３）その他の業務 

ア 工程表の検討・報告 

(ｱ) 工事請負契約の定めにより受注者が作成・提出する工程表について、

工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保で

きないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場

合には、その旨を監督員に報告する。 

(ｲ) (ｱ)の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、

受注者に対する修正の求め及びその他必要な措置についてとりまとめ、

監督員に報告する。 

(ｳ) (ｲ)の結果、受注者が工程表を再度、作成・提出した場合は、(ｱ)、(ｲ)

の規定を準用する。 

イ 設計図書に定めのある施工計画の検討・報告 

(ｱ) 設計図書の定めにより受注者が作成・提出する施工計画（工事施工体

制に関する記載を含む。）について、工事請負契約に定められた工期及び

設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討

し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を監督員に報告する。

(ｲ) (ｱ)の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、

受注者に対して修正を求めその他必要な措置についてとりまとめ、監督

員に報告する。 

(ｳ) (ｲ)の結果、受注者が施工計画を再度、作成・提出した場合は、(ｱ)、

(ｲ)の規定を準用する。 

ウ 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 

(ｱ) 工事と工事請負契約との照合、確認及び報告 

ａ 受注者が行う工事が工事請負契約の内容（設計図書に関する内容を

除く。）に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、

受注者から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理

的方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨

を監督員に報告する。 

ｂ a の検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は

監督員から適合していない箇所を示された場合には、受注者に対して

指示すべき事項を検討し、その結果を監督員に報告する。 

ｃ 受注者が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を

監督員に報告する。 

ｄ ｃの結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等

の取扱いは、ｂ、ｃの規定を準用する。 

(ｲ) 工事請負契約に定められた指示、検査等 

工事監理等業務委託仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協

議等（設計図書に定めるものを除く。）を行い、その結果を監督員に報告

する。また受注者が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、

速やかにこれに応じる。 

(ｳ) 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検

査 

により確認し、適正に施工されていると認められる場合には、その旨を監督

員に報告する 

(ｵ) (ｴ)の結果、工事が適正に施工されていないと認められる場合には、直

ちに監督員に報告するとともに、安全施工等に必要な措置についてとりま

とめ、監督員に報告する。 

キ 工事監理等業務報告書等の提出 

工事と設計図書との照合及び確認を全て終えた後、工事監理等業務報告

書、監督員が指示した書類等の整備を行い監督員に提出する。 

（３）その他の業務 

ア 工程表の検討・報告 

(ｱ) 工事請負契約の定めにより受注者が作成・提出する工程表について、工

事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保でき

ないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合

には、その旨を監督員に報告する。 

(ｲ) (ｱ)の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、

受注者に対する修正の求め及びその他必要な措置についてとりまとめ、監

督員に報告する。 

(ｳ) (ｲ)の結果、受注者が工程表を再度、作成・提出した場合は、(ｱ)、(ｲ)

の規定を準用する。 

イ 設計図書に定めのある施工計画の検討・報告 

(ｱ) 設計図書の定めにより受注者が作成・提出する施工計画（工事施工体制

に関する記載を含む。）について、工事請負契約に定められた工期及び設

計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、

品質が確保できると認められる場合には、その旨を監督員に報告する。 

(ｲ) (ｱ)の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、

受注者に対して修正を求め、施工計画等、その他必要な措置と併せて対策

をとりまとめ、監督員に報告する。 

(ｳ) (ｲ)の結果、受注者が施工計画を再度、作成・提出した場合は、(ｱ)、(ｲ)

の規定を準用する。 

ウ 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 

(ｱ) 工事と工事請負契約との照合、確認及び報告 

ａ 受注者が行う工事が工事請負契約の内容（設計図書に関する内容を除

く。）に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、

受注者から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的

方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を

監督員に報告する。 

ｂ a の検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は

監督員から適合していない箇所を示された場合には、受注者に対して指

示すべき事項を検討し、その結果を監督員に報告する。 

ｃ 受注者が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を監

督員に報告する。 

ｄ ｃの結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等

の取扱いは、ｂ、ｃの規定を準用する。 

(ｲ) 工事請負契約に定められた指示、検査等 

工事監理等業務委託仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協

議等（設計図書に定めるものを除く。）を行い、その結果を監督員に報告

する。また受注者が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、

速やかにこれに応じる。 

(ｳ ) 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検

査 

番号の修正 

財務局工事監理等業務

委託仕様書と整合 
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２．２．３ 

工事監理等業 

務実施計画書 

受注者の行う工事が、設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ

破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、監督員に報告し、監督

員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。 

エ 関係機関への手続等 

(ｱ) 受託者は、工事監理等業務の実施に当たっては，当局が行う関係機関等

への手続及び立会いの際に協力しなければならない。また、受託者は、工

事監理等業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続及び立会いが必

要な場合は、速やかに行うものとする。 

(ｲ) 受託者は、別表－１「主な官公署への申請手続一覧表」により委託対象

工事に必要な手続について事前確認を行い、工事に支障のないようにしな

ければならない。 

(ｳ) 受託者は、建築基準法等の法令に基づく検査に必要な書類の原案を作成

し監督員に提出し、またその検査に立会わなければならない。 

(ｴ) 受託者は、関係機関等と打合せを行った場合は、その内容について、書

面（打合せ記録簿）に記録し、監督員に報告しなければならない。 

オ 工事現場の安全管理の確認 

受託者は、受注者が行う工事現場の安全管理が適切であるか否か確認し、

その結果を監督員に報告する。 

カ 関連工事との調整業務 

キ 現場及び工場等における特殊な作業方法、仮設方法及び工事用機械器具に

ついて検討・助言する業務 

受託者は、特許権その他第三者の権利の対象となっているものは、契約書

第７条(特許権等の使用)に規定する「特許権等」の対象と同様に取り扱う。

（１）工事監理等業務実施計画書の作成 

受託者は、契約締結後 14 日以内に工事監理等業務実施計画書を作成し、監

督員に提出し承諾を受けなければならない。 

（２）記載事項 

工事監理等業務実施計画書には、次の事項を記載するものとする。 

ア 工事監理等業務一般事項 

(ｱ) 工事監理等業務の目的 

(ｲ) 工事監理等業務実施計画書の適用範囲 

(ｳ) 工事監理等業務実施計画書の適用法令 

(ｴ) 工事監理等業務実施計画書の適用基準類 

(ｵ) 工事監理等業務実施計画書に内容変更が生じた場合の処理方法 

イ 工事監理等業務体制 

(ｱ) 工事監理等業務の指示系統図を作成する。 

(ｲ) 工事監理等業務運営計画 

ａ 現場定例会議の開催に係る事項（出席者、開催時期、役割分担、その

他必要事項）を記載する。 

ｂ 協力会社を定めた場合及び複数の職種で工事監理等業務を行う場合

の相互の連絡調整の方法及びその責任者等を記載する。 

ウ 工事監理等業務方針 

(ｱ) 工事監理等業務の内容に対する業務の実施方針及びその業務の具体的

な内容を記載する。 

(ｲ) 別表－２「工事監理等業務処理区分表（受託者用）」に示された確認業

務を実施するための業務事項に応じた立会いの内容、頻度等を記載する。

エ 工事監理等業務工程計画 

工事監理等業務工程表に工事監理等業務技術者の配置予定期間及び配置

予定技術者数等を記載する。対象工事の実施工程との整合を図るため、受注

者から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。検討

２．２．３ 

工事監理等業 

務実施計画書 

受注者の行う工事が、設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ、

破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、監督員に報告し、監督

員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。 

エ 関係機関への手続等 

(ｱ) 受託者は、工事監理等業務の実施に当たっては，当局が行う関係機関等

への手続及び立会いの際に協力しなければならない。また、受託者は、工

事監理等業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続及び立会いが必

要な場合は、速やかに行うものとする。 

(ｲ) 受託者は、別表－１「主な官公署への申請手続一覧表」により委託対象

工事に必要な手続について事前確認を行い、工事に支障のないようにしな

ければならない。 

(ｳ) 受託者は、建築基準法等の法令に基づく検査に必要な書類の原案を作成

し監督員に提出し、またその検査に立会わなければならない。 

(ｴ) 受託者は、関係機関等と打合せを行った場合は、その内容について、書

面（打合せ記録簿）に記録し、監督員に報告しなければならない。 

オ 関連工事との調整業務 

カ 現場及び工場等における特殊な作業方法、仮設方法及び工事用機械器具に

ついて検討・助言する業務 

受託者は、特許権その他第三者の権利の対象となっているものは、契約書

第７条(特許権等の使用)に規定する「特許権等」の対象と同様に取り扱う。

（１）工事監理等業務実施計画書の作成 

受託者は、契約締結後 14 日以内に工事監理等業務実施計画書を作成し、監

督員に提出し承諾を受けなければならない。 

（２）記載事項 

工事監理等業務実施計画書には、次の事項を記載するものとする。 

ア 工事監理等業務一般事項 

(ｱ) 工事監理等業務の目的 

(ｲ) 工事監理等業務実施計画書の適用範囲 

(ｳ) 工事監理等業務実施計画書の適用法令 

(ｴ) 工事監理等業務実施計画書の適用基準類 

(ｵ) 工事監理等業務実施計画書に内容変更が生じた場合の処理方法 

イ 工事監理等業務体制 

(ｱ) 工事監理等業務の指示系統図を作成する。 

(ｲ) 工事監理等業務運営計画 

ａ 現場定例会議の開催に係る事項（出席者、開催時期、役割分担、その

他必要事項）を記載する。 

ｂ 協力会社を定めた場合及び複数の職種で工事監理等業務を行う場合

の相互の連絡調整の方法及びその責任者等を記載する。 

ウ 工事監理等業務方針 

(ｱ) 工事監理等業務の内容に対する業務の実施方針及びその業務の具体的

な内容を記載する。 

(ｲ) 別表－２「工事監理等業務処理区分表（受託者用）」に示された確認業

務を実施するための業務事項に応じた立会いの内容、頻度等を記載する。

エ 工事監理等業務工程計画 

工事監理等業務工程表に工事監理等業務技術者の配置予定期間及び配置

予定技術者数等を記載する。対象工事の実施工程との整合を図るため、受注

者から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。検討

「2.2.2（2）カ 工事現

場の気概の防止等の確

認・報告」で記載したた

め削除 

番号の修正 

番号の修正 
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第２章 第２節 工事監理等業務の実施 第２章 第２節 工事監理等業務の実施

２．２．４ 

工事監理等業 

務報告書 

２．２．５ 

工事監理等業 

務の速やかな 

実施 

２．２．６ 

受注者への関与

の禁止 

に用いた実施工程表についても参考として添付する。 

（３）資料の提出 

監督員が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務の計画に係る資

料を提出する。 

（４）重要な変更 

工事監理等業務実施計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確に

し、監督員に報告の上、その都度監督員に変更工事監理等業務実施計画書を提

出しなければならない。この場合、受託者は変更する工事監理等業務の実施

14 日前までに変更工事監理等業務実施計画を監督員に提出し、承諾を受けな

ければならない。 

（５）計画書に基づく工事監理の実施 

受託者は、監督員の承諾を受けた工事監理等業務実施計画書及び変更工事監

理等業務実施計画書に基づき、工事監理等業務を実施しなければならない。 

受託者は、工事監理等業務の実施内容等について、次の書類を作成し、監督

員に提出する。 

（１）工事監理等業務月報 

主要な月間の工事監理等業務の実施内容及び翌月の予定について、月間業務

実施内容報告書及び月間業務予定報告書に各工事監理等業務の内容を簡潔に

記載する。 

（２）工事監理等業務日報 

工事監理等業務日報に、日々の工事監理等業務内容について、簡潔に記載す

る。 

（３）記録写真 

受託者が、検査、立会い、現場での確認等を行った際には、その立会い状況

等を撮影し整備する。 

（４）提案書 

受注者が提出した協議書を検討し、提案書に受注者に対し指示等をすべき事

項及び受託者の提案事項を簡潔に記載し、検討資料とリンクさせて取りまとめ

る。 

（５）打合せ議事録 

監督員等及び受注者との打合せ結果について、打合せ議事録に必要事項を記

載する。 

（６）報告書 

別表－２「工事監理等業務処理区分表（受託者用）」に示された報告事項に

ついては、内容及びその結果等を簡潔に記載した報告書を作成し、報告書の一

覧表を作成し関係資料とともにとりまとめる。 

（７）提出時期 

（１）から（３）までについては、原則として翌月のはじめに工事監理等業

務月報として、（４）から（６）までについては、その都度速やかに、監督員

へ提出しなければならない。 

受託者は、受注者が時宜を失することなく工事施工できるよう、調査、検討、承

認、助言等の工事監理等業務を速やかに行わなければならない。 

受託者は、受注者の決定に係る工事用材料及び機器の製作者（その施工者を含

む。）の選択については、関与してはならない。 

２．２．４ 

工事監理等業 

務報告書 

２．２．５ 

工事監理等業 

務の速やかな 

実施 

２．２．６ 

受注者への関与

の禁止 

に用いた実施工程表についても参考として添付する。 

（３）資料の提出 

監督員が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務の計画に係る資

料を提出する。 

（４）重要な変更 

工事監理等業務実施計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確に

し、監督員に報告の上、その都度監督員に変更工事監理等業務実施計画書を提

出しなければならない。この場合、受託者は変更する工事監理等業務の実施 14

日前までに変更工事監理等業務実施計画を監督員に提出し、承諾を受けなけれ

ばならない。 

（５）計画書に基づく工事監理の実施 

受託者は、監督員の承諾を受けた工事監理等業務実施計画書及び変更工事監

理等業務実施計画書に基づき、工事監理等業務を実施しなければならない。 

受託者は、工事監理等業務の実施内容等について、次の書類を作成し、監督員に

提出する。 

（１）工事監理等業務月報 

主要な月間の工事監理等業務の実施内容及び翌月の予定について、月間業務

実施内容報告書及び月間業務予定報告書に各工事監理等業務の内容を簡潔に

記載する。 

（２）工事監理等業務日報 

工事監理等業務日報に、日々の工事監理等業務内容について、簡潔に記載す

る。 

（３）記録写真 

受託者が、検査、立会い、現場での確認等を行った際には、その立会い状況

等を撮影し整備する。 

（４）提案書 

受注者が提出した協議書を検討し、提案書に受注者に対し指示等をすべき事

項及び受託者の提案事項を簡潔に記載し、検討資料とリンクさせて取りまとめ

る。 

（５）打合せ議事録 

監督員等及び受注者との打合せ結果について、打合せ議事録に必要事項を記

載する。 

（６）報告書 

別表－２「工事監理等業務処理区分表（受託者用）」に示された報告事項に

ついては、内容及びその結果等を簡潔に記載した報告書を作成し、報告書の一

覧表を作成し関係資料とともにとりまとめる。 

（７）提出時期 

（１）から（３）までについては、原則として翌月のはじめに工事監理等業

務月報として、（４）から（６）までについては、その都度速やかに、監督員

へ提出しなければならない。 

受託者は、受注者が時宜を失することなく工事施工できるよう、調査、検討、承

認、助言等の工事監理等業務を速やかに行わなければならない。 

受託者は、受注者の決定に係る工事用材料及び機器の製作者（その施工者を含

む。）の選択については、関与してはならない。 
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第２章 第２節 工事監理等業務の実施 第２章 第２節 工事監理等業務の実施
２．２．７ 

受託者の立会 

い 

２．２．８ 

受託者の確認 

２．２．９ 

受託者の調査 

２．２．１０ 

受託者の報告 

２．２．１１ 

工事監理等業 

務の完了 

２．２．１２ 

現場派遣技術 

者 

受託者は、別表－２「工事監理等業務処理区分表（受託者用）」に定める立会い

業務事項について、工事内容が設計図書等のとおり施工又は製作されているかどう

か工事現場、製作所及び試験研究機関等で立会い確認する。 

なお、同一の材料・機械・工法等で繰り返し施工される工事又は試験の場合は、

その初回の施工の確認を行うほか、対象工事の規模・階数を考慮し適切な時期を抽

出し、必要な回数の立会いを行う。特にコンクリートの打込みや仕上げ材等で隠ぺ

いされる部分においては、入念に立会いを行う。 

受託者は、別表－２「工事監理等業務処理区分表（受託者用）」に定める確認業

務事項について、工事の施行等に関する指示又は承諾をした事項（監督員が指示又

は承諾した事項を含む。）及び各設計図書等に示された事項が適正に処理されてい

るかどうか確認しなければならない。 

受託者は、別表－２「工事監理等業務処理区分表（受託者用）」に定める調査業

務事項について、監督員の承諾、確認、協議、立会い、手続等を必要とする事項は、

予め設計図書等と照合し、内容が適正であるかどうか調査する。 

受託者は、別表－２「工事監理等業務処理区分表（受託者用）」に定める報告業

務事項については、内容、その結果等を簡潔に文書に記載し、関係資料とともにと

りまとめ、監督員に提出する。 

当局は、対象工事の検査合格及び受託者が提出する工事監理等業務報告書等の合

格をもって工事監理等業務の完了とする。ただし、工事完了後に行われる法令に基

づく諸検査等は、この限りでない。 

（１）現場派遣技術者の選定 

受託者は、着手に当たって、現場派遣技術者を選定し、監督員の承諾を受け

る。現場派遣技術者を変更する場合も同様とする。また、現場派遣技術者の中

から建築基準法に定められた工事監理者を選定する。 

（２）現場派遣技術者の要件 

現場派遣技術者は、建築工事、建築機械設備工事及び建築電気設備工事の工

事監理に必要な知識と経験を有する専門技師とする。 

また、原則として、工事ごとに現場派遣技術者を定める。 

（３）現場派遣技術者の交代 

監督員は、現場派遣技術者が工事の助言、指導等について著しく不適当と認

められた場合は、その理由を明示して交替を求めることがある。この場合、受

託者は速やかに必要な措置を講ずる。 

（４）現場派遣技術者の人数 

工事監理等業務期間中の現場派遣技術者は下表のとおりとする。なお、現場派

遣技術者の派遣計画書を監督員に提出し承諾を受ける。 

職    種 人    数 備     考 

建築・機械・電気 監理に必要な人員 
打合せ及び工事進捗状況等により専門

技術者が必要な場合に派遣する。 

２．２．７ 

受託者の立会 

い 

２．２．８ 

受託者の確認 

２．２．９ 

受託者の調査 

２．２．１０ 

受託者の報告 

２．２．１１ 

工事監理等業 

務の完了 

２．２．１２ 

現場派遣技術 

者 

受託者は、別表－２「工事監理等業務処理区分表（受託者用）」に定める立会い

業務事項について、工事内容が設計図書等のとおり施工又は製作されているかどう

か工事現場、製作所及び試験研究機関等で立会い確認する。 

なお、同一の材料・機械・工法等で繰り返し施工される工事又は試験の場合は、

その初回の施工の確認を行うほか、対象工事の規模・階数を考慮し適切な時期を抽

出し、必要な回数の立会いを行う。特にコンクリートの打込みや仕上げ材等で隠ぺ

いされる部分においては、入念に立会いを行う。 

受託者は、別表－２「工事監理等業務処理区分表（受託者用）」に定める確認業

務事項について、工事の施行等に関する指示又は承諾をした事項（監督員が指示又

は承諾した事項を含む。）及び各設計図書等に示された事項が適正に処理されてい

るかどうか確認しなければならない。 

受託者は、別表－２「工事監理等業務処理区分表（受託者用）」に定める調査業

務事項について、監督員の承諾、確認、協議、立会い、手続等を必要とする事項は、

予め設計図書等と照合し、内容が適正であるかどうか調査する。 

受託者は、別表－２「工事監理等業務処理区分表（受託者用）」に定める報告業

務事項については、内容、その結果等を簡潔に文書に記載し、関係資料とともにと

りまとめ、監督員に提出する。 

当局は、対象工事の検査合格及び受託者が提出する工事監理等業務報告書等の合

格をもって工事監理等業務の完了とする。ただし、工事完了後に行われる法令に基

づく諸検査等は、この限りでない。 

（１）現場派遣技術者の選定 

受託者は、着手に当たって、現場派遣技術者を選定し、監督員の承諾を受け

る。現場派遣技術者を変更する場合も同様とする。また、現場派遣技術者の中

から建築基準法に定められた工事監理者を選定する。 

（２）現場派遣技術者の要件 

現場派遣技術者は、建築工事、建築機械設備工事及び建築電気設備工事の工

事監理に必要な知識と経験を有する専門技師とする。 

また、原則として、工事ごとに現場派遣技術者を定める。 

（３）現場派遣技術者の交代 

監督員は、現場派遣技術者が工事の助言、指導等について著しく不適当と認

められた場合は、その理由を明示して交替を求めることがある。この場合、受

託者は速やかに必要な措置を講ずる。 

（４）現場派遣技術者の人数 

工事監理等業務期間中の現場派遣技術者は下表のとおりとする。 

なお、現場派遣技術者の派遣計画書を監督員に提出し承諾を受ける。

職    種 人    数 備     考 

建築・機械・電気 監理に必要な人員 
打合せ及び工事進捗状況等により専門

技術者が必要な場合に派遣する。 
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２．４．５ 

業務カルテの 

登録

受託者は、特記事項で「業務カルテ」を定められた場合は公共建築設計情報シス

テム（以下「PUBDIS」という。）に当該工事監理等業務の登録手続を行わなけれ

ばならない。上記の登録手続は、業務完了後10日以内に行うものとする。受託者

は、手続を行う前にPUBDISの仕様に基づき作成した「業務カルテ」を監督員に提

示し、確認を受けなければならない。また、（一社）公共建築協会から発行された

「登録受領書」を、監督員へ提出しなければならない。 

【登録先】 

〒104－0033 東京都中央区新川1－24－8東熱新川ビル6Ｆ 

（一社）公共建築協会 公共建築設計者情報センター 

電話 03-3523-0381 FAX 03-3523-1826 

２．４．５ 

業務カルテの 

登録

受託者は、特記事項で「業務カルテ」を定められた場合は公共建築設計情報シス

テム（以下「PUBDIS」という。）に当該工事監理等業務の登録手続を行わなけれ

ばならない。上記の登録手続は、業務完了後10日以内に行うものとする。受託者

は、手続を行う前にPUBDISの仕様に基づき作成した「業務カルテ」を監督員に提

示し、確認を受けなければならない。また、（一社）公共建築協会から発行された

「業務カルテ受領書」を、監督員へ提出しなければならない。 

【登録先】 

〒104－0033 東京都中央区新川1－24－8東熱新川ビル6Ｆ 

（一社）公共建築協会 公共建築設計者情報センター 

電話 03-3523-0385 FAX 03-3523-1826 

正式名称である「業務カ

ルテ受領書」に改訂。 

これまで「書籍」の問合

せ先番号となっていた

ため修正。
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東京都下水道局建築工事監理等委託標準仕様書 新旧比較表 

【令和２年度版】 【令和５年度版】 摘要 

別表－１ 別表－１

元引き先の財務局監督

要領（令和２年４月版）

「主な官公署への申請

手続一覧表」の更新に伴

う改定 
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別表－１ 別表－１
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別表－１ 別表－１
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別表－１ 別表－１
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別表－１ 別表－１
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別表－１ 別表－１
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別表－１ 別表－１
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別表－１ 別表－１
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別表－１ 別表－１
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別表－１ 別表－１
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東京都下水道局建築工事監理等委託標準仕様書 新旧比較表 

【令和２年度版】 【令和５年度版】 摘要 

別表 ２ 別表 ２

財務局版工事監理等業

務委託仕様書（令和3年

4月）の監理業務等処理

区分表を準用し、局独自

の項目を追加（黄色着色

部分） 
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別表 ２ 別表 ２
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別表 ２ 別表 ２
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別表 ２ 別表 ２
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別表 ２ 別表 ２
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別表 ２ 別表 ２
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別表 ２ 別表 ２
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【令和２年度版】 【令和5年度版】 摘要 

提出書類の様式 提出書類の様式 

全体を通して、以下の点

を修正。 

・はんこレス 

・個人情報に配慮 

・下水道局受注者等提出

書類基準との整合

－41－ 

－30－



【令和２年度版】 【令和5年度版】 摘要 

提出書類の様式 提出書類の様式 

下水道局受注者等提出

書類基準と整合

－42－ 
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提出書類の様式 提出書類の様式 
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提出書類の様式 提出書類の様式 

住所、生年月日を削除 
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提出書類の様式 提出書類の様式 
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提出書類の様式 提出書類の様式 
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提出書類の様式 提出書類の様式 
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【令和２年度版】 【令和5年度版】 摘要 

提出書類の様式 提出書類の様式 

（注）

１ 提出部数は、４部（正本、担当者、経理２部）とする。

２ 債主登録番号は、東京都下水道局経理部会計課に、支払金振込み登録申請書を提出し、当局

より債務者に付与された番号を記載する。

３ 請求年月日は記入しない。

４ 提出様式の大きさは、Ａ４タテ版とする。

（注） 

１ 提出部数は、４部（正本、担当者、経理２部）とする。 

２ 債主登録番号は、東京都下水道局経理部会計課に、支払金振込み登録申請書を提出し、当局より債

務者に付与された番号を記載する。 

３ 請求年月日は記入しない。 

４ 提出様式の大きさは、Ａ４タテ版とする。 

５ 請求金額の欄にある『うち取引に係る消費税及び地方消費税の額』については、記入しない（平成

26年4月21日の事務連絡による。）。 

下水道局受注者等提出

書類基準と整合
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提出書類の様式 提出書類の様式 

－55－ 
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提出書類の様式 提出書類の様式 
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提出書類の様式 提出書類の様式 
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【令和２年度版】 【令和5年度版】 摘要 

提出書類の様式 提出書類の様式 

下水道局受注者等提出

書類基準と整合

－60－ 
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提出書類の様式 提出書類の様式 

－63－ 

－42－



【令和２年度版】 【令和5年度版】 摘要 

提出書類の様式 提出書類の様式 
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提出書類の様式 提出書類の様式 

受注者等提出書類基準

と整合 

－66－ 
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【令和２年度版】 【令和5年度版】 摘要 

提出書類の様式 提出書類の様式 

（   契約番号    ）

建築士法第２２条の３の３の規定に基づく書面

 委託者及び受託者は、建築士法第２２条の３の３に基づき、本書面（別記）及び別冊の契約書（約

款及び仕様書を含むものとし、以下「契約書」という。）により確認し、履行するものとする。

件 名                                         

契約日         年   月   日

        東 京 都

委託者                                 

        代表者

        住 所   

受託者     

        氏 名                         

新規追加 

建築士法で定められて

いる書面を追記 

（設計委託標準仕様書

と同様） 

新  規 

－45－



記

１ 対象となる建築物の概要

契約書による。

２ 委託業務の種類、内容及び実施方法

契約書による。

３ 委託業務の実施期間

契約書による。

４ 設計業務において、作成する成果物等（成果図書及びその他の成果物。建築士法第２条第６

 項に規定する設計図書を含む。）

契約書による。

５ 工事監理業務において、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する

 報告の方法

  契約書による。

６ 受託者の建築士事務所登録に関する事項

７ 設計・工事監理に従事することとなる受託者登録の建築士事務所所属の建築士・建築設備士

※ 設計に従事することとなる建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士であ

る場合にはその旨の記載が必要。

８ 設計・工事監理の一部の再委託先（協力事務所）

  委託者の承諾を得た「技術者及び協力会社」による。

９ 契約金額（業務報酬）の額及び支払の時期

契約書による。

10 契約の解除に関する事項
契約書による。

建築士事務所の名称：                   

所在地： 

区分(一級、二級、木造)（   ）建築士事務所（    ）知事登録第  号 

開設者の氏名又は法人名称： 

開設者が法人の場合はその代表者の氏名：          

【氏名】：  

【資格】（    ）建築士【登録番号】（    ） 

【氏名】： 

【資格】（  ）建築士【登録番号】（  ） 

（建築設備の設計に関し意見を聴く者） 

【氏名】： 
【資格】建築設備士【登録番号】（  ）
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（注）

１ 「建築士法の一部を改正する法律」（平成 26年法律第 92号）に基づく書類。

２ 「建築設計」で発注する設計委託及び工事監理業務委託に使用する。

３  契約書に綴じ込み、契約書の綴込確認時に内容の確認を受けること。
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東京都下水道局建築工事監理等委託標準仕様書 新旧比較表 

【令和２年度版】 【令和５年度版】 摘要 

業務委託契約書 業務委託契約書 

「委任」とみなされる

「監理業務」を単独で受

託する場合は、印紙添付

は不要なので、明記 
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